
各手続の必要書類と申請日 

※ 基本情報は変更があれば随時提出してください。 

※ 配食の認定期間中の区分変更の暫定期間中は申請は必要ありません。回数や曜日の変更がある場合は変更申請書をご提出下さい。 

※ 暫定期間中に配食の認定期間が終了してしまう場合は、暫定プランを付けて今までの区分での更新申請をしてください(ケアプラン期間)。区分決定後、暫定プラ

ンに変更がなければ決定区分を連絡してください。プラン再作成になる場合は、改めて新しい区分で更新申請をしてください。 
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区分の変更がある場合の配食サービスの申請について 
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